
令和５(2023)年
４月28日(金)
第400号

令和５（2023）年４月28日　金曜日 （361）

告 示
栃木県告示第167号
　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条の２第１項第１号の規定により、令和５（2023）年４月
１日付けで次のとおり地方税の収納の事務を委託したので、同条第６項において準用する同令第158条第２項
の規定により告示する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　委託を受けた者の主たる事務所の所在地及び名称並びに委託事務の内容

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 名 称 委 託 事 務 の 内 容

東京都中央区日本橋本石町四丁目６番７
号

地銀ネットワークサービス株
式会社

地方税の収納事務の取りまとめ

東京都港区港南一丁目８番27号 株式会社しんきん情報サービ
ス

直営店及び加盟店における地方
税の収納事務

北海道札幌市中央区南９条西５丁目421
番地

株式会社セイコーマート 直営店及び加盟店における地方
税の収納事務
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（362） 栃 木 県 公 報 第400号令和５（2023）年４月28日　金曜日

東京都千代田区二番町８番地８ 株式会社セブン-イレブン・
ジャパン

直営店及び加盟店における地方
税の収納事務

東京都千代田区岩本町三丁目10番１号 山崎製パン株式会社 直営店及び加盟店における地方
税の収納事務

東京都港区芝浦三丁目１番21号 株式会社ファミリーマート 直営店及び加盟店における地方
税の収納事務

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地
665番地の１

株式会社ポプラ 直営店及び加盟店における地方
税の収納事務

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ ミニストップ株式会社 直営店及び加盟店における地方
税の収納事務

東京都品川区大崎一丁目11番２号 株式会社ローソン 直営店及び加盟店における地方
税の収納事務

２　委託期間　令和５（2023）年４月１日から令和６（2024）年３月31日まで
（税務課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第168号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定し
たので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0950400408 にじいろクレヨ
ン

佐野市堀米町
3435

株式会社心結 足利市堀込町
1001-29

令 和 ５
（2023）年
３月１日

児童発達支
援

0951600147 てらぴぁぽけっ
と　自治医大駅
前教室

下野市祇園
１-７-23　堀
之内ビル１階

勇心株式会社 下野市祇園
１-７-23　堀
之内ビル１階

令 和 ５
（2023）年
３月１日

児童発達支
援

0951300276 ブロッサム　
ジュニア　下永
田教室

那須塩原市下
永田３-1159-
６

特定非営利活動
法人エヌ．かん
ぱにぃ

矢 板 市 中
2014-12

令 和 ５
（2023）年
３月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

0951300268 放課後等デイ
サービス　ウィ
ズ・ユー那須塩
原駅前

那須塩原市方
京３-１-１

有限会社ケー・
ブランド

那須町豊原甲
4900-30

令 和 ５
（2023）年
３月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

0950300327 ＡＳＫＡｃｌｕ
ｂ　本町

栃木市本町
10-13

一般社団法人Ａ
ＳＫＡ

下野市医大前
２-５-15

令 和 ５
（2023）年
４月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス
保育所等訪
問支援



（363）栃 木 県 公 報 第400号令和５（2023）年４月28日　金曜日

0951000207 わかば 大田原市若草
１-832

合同会社大田原
福祉サービス

大田原市若草
１-832

令 和 ５
（2023）年
４月１日

放課後等デ
イサービス

0950400416 ソレイユ・なら
ぶち

佐野市奈良渕
町303-12

株式会社ソレイ
ユ

佐野市赤坂町
130

令 和 ５
（2023）年
４月１日

放課後等デ
イサービス

0950400424 おれんじキッズ
＆児童デイサー
ビス・アニマー
トさのほりごめ

佐野市堀米町
下田 2576-３
１階103

アニマート・グ
ループとちぎ株
式会社

佐野市植野町
1873

令 和 ５
（2023）年
４月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

0950200048 こども発達支援
センターぽけっ
とクラブあしか
が

足利市東砂原
後町1072

社会福祉法人足
利市社会福祉協
議会

足利市東砂原
後町1072

令 和 ５
（2023）年
４月１日

保育所等訪
問支援

0950800102 こぱんはうすさ
くら　神鳥谷教
室

小山市神鳥谷
５-２-16　あ
けぼのハイツ
Ａ号室

株式会社縁 小山市神鳥谷
５-２-16　あ
けぼのハイツ
１Ｆ

令 和 ５
（2023）年
４月１日

放課後等デ
イサービス

0952100055 児童発達支援事
業所　chouchou
（シュシュ）上
三川

河内郡上三川
町しらさぎ
１-29-６

合同会社たまう
さぎ堂

河内郡上三川
町しらさぎ
１-29-６

令 和 ５
（2023）年
４月１日

児童発達支
援

0950800417 サカフル小山 小山市外城字
上台173-１

ハッピーライフ
ケア株式会社

東京都千代田
区東神田２-
10-９

令 和 ５
（2023）年
４月１日

放課後等デ
イサービス

0950800409 ハッピーテラス
小山中央教室

小山市西城南
４-20-９

株式会社ユーア
イ

小山市西城南
３-22-９

令 和 ５
（2023）年
４月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

0950900266 放課後等デイ
サービス　ぱ
れっと

真岡市久下田
西１-109

特定非営利活動
法人　あんび
しゃす

栃木市城内町
２-27-30

令 和 ５
（2023）年
４月１日

放課後等デ
イサービス

0950900274 牧が丘なかよし
クラブ

真岡市西高間
木515

学校法人牧が丘
学園

真岡市西高間
木515

令 和 ５
（2023）年
４月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第169号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20第４項に規定する指定障害児通所支援事業者から指定
通所支援の事業の廃止の届出があったので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称

主たる事務所
の 所 在 地



（364） 栃 木 県 公 報 第400号令和５（2023）年４月28日　金曜日

0950800110 こぱんはうすさ
くら　神鳥谷教
室

小山市神鳥谷
５-２-16　あ
けぼのハイツ
Ｂ号室

株式会社縁 小山市乙女
１-21-５

令 和 ４
（2022）年
２月28日

放課後等デ
イサービス

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第170号
　次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定
により告示する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　解除予定保安林の所在場所
　鹿沼市上南摩町字神谷2566-２、字和田2600-３（次の図に示す部分に限る。）、字梶又1599、2613（次の図
に示す部分に限る。）、2616、2617、2623-２、西ノ入2641-２・2642-２（以上２筆について、次の図に示す
部分に限る。）
２　保安林として指定された目的
土砂の流出の防備

３　解除の理由
ダム用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。）
（森林整備課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第171号
　肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第７条の規定により、肥料を登録したので、同
法第16条第１項の規定により次のとおり公告する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

登録番号 肥料の種類
肥 料 の
名 称

保証成分量（％）
そ の 他 の
規 格

生産業者の氏名又は
名 称 及 び 住 所

登 録
年 月 日

栃木県
第1925号

混合石灰肥
料

土壌改良
用混合石
灰

アルカリ分
20.0

可溶性苦土
3.0

　内く溶性苦土
2.0

含有を許さ
れる有害成
分の最大量
及びその他
の制限事項
は、公定規
格のとおり

吉澤石灰工業株式会
社

栃木県佐野市宮下町
７番10号

令 和 ５

（2023）年
３月20日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第172号
　肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により、肥料の登録の有効
期間を更新したので、同法第16条第１項の規定により次のとおり公告する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

登録番号 肥料の種類
肥 料 の
名 称

保証成分量（％）
そ の 他 の
規 格

生産業者の氏名又は
名 称 及 び 住 所

更 新
年 月 日



（365）栃 木 県 公 報 第400号令和５（2023）年４月28日　金曜日

栃木県
第1271号

消石灰 野州20苦
土消石灰

アルカリ分
75.0

く溶性苦土
20.0

該当なし 田政砿業株式会社

栃木県栃木市沼和田
町５番41号

令 和 ４
（2022）年
11月25日

栃木県
第1783号

家庭園芸用
複合肥料

日清有機
入り複合
肥料

窒素全量
0.2

りん酸全量
18.0

　内く溶性りん酸
12.0

加里全量
18.0

　内く溶性加里
14.0

　内水溶性加里
7.0

く溶性苦土
3.0

含有を許さ
れる有害成
分の最大量
及びその他
の制限事項
は、公定規
格のとおり

日清ガーデンメイト
株式会社

東京都中央区新川一
丁目23番１号

令 和 ４
（2022）年
11月29日

栃木県
第1899号

炭酸カルシ
ウム肥料

粒状15炭
酸苦土石
灰

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
15.0

　内く溶性苦土
10.0

その他の制
限事項は、
公定規格の
とおり

田源石灰工業株式会
社

栃木県栃木市河合町
２番３号

令 和 ４
（2022）年
12月２日

栃木県
第1565号

混合石灰肥
料

粒状混合
石灰肥料

アルカリ分
75.0

含有を許さ
れる有害成
分の最大量
及びその他
の制限事項
は、公定規
格のとおり

岡田石灰工業株式会
社

栃木県栃木市鍋山町
440番地

令 和 ４
（2022）年
12月10日

栃木県
第1566号

消石灰 72.0防散
消石灰

アルカリ分
72.0

該当なし 村樫石灰工業株式会
社

栃木県佐野市宮下町
１番10号

令 和 ４
（2022）年
12月10日

栃木県
第1507号

消石灰 20.0防散
苦土消石
灰

アルカリ分
80.0

く溶性苦土
20.0

該当なし 村樫石灰工業株式会
社

栃木県佐野市宮下町
１番10号

令 和 ５
（2023）年
１月14日

栃木県
第1900号

炭酸カルシ
ウム肥料

粒状炭酸
苦土石灰

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
15.0

　内く溶性苦土
10.0

その他の制
限事項は、
公定規格の
とおり

訓子府石灰工業株式
会社

北海道常呂郡訓子府
町大町86番地

令 和 ５
（2023）年
２月９日



（366） 栃 木 県 公 報 第400号令和５（2023）年４月28日　金曜日

栃木県
第1901号

生石灰 30.0苦土
生石灰

アルカリ分
100.0

く溶性苦土
30.0

該当なし 訓子府石灰工業株式
会社

北海道常呂郡訓子府
町大町86番地

令 和 ５
（2023）年
２月９日

栃木県
第1388号

生石灰 粒状苦土
生石灰２
号

アルカリ分
100.0

く溶性苦土
30.0

該当なし 田沢工業株式会社

栃木県佐野市豊代町
585番地

令 和 ５
（2023）年
２月10日

栃木県
第1509号

消石灰 くみあい
70顆粒肥
料消石灰

アルカリ分
70.0

該当なし 吉澤石灰工業株式会
社

栃木県佐野市宮下町
７番10号

令 和 ５
（2023）年
２月18日

栃木県
第1510号

消石灰 くみあい
72顆粒肥
料消石灰

アルカリ分
72.0

該当なし 吉澤石灰工業株式会
社

栃木県佐野市宮下町
７番10号

令 和 ５
（2023）年
２月18日

栃木県
第1647号

生石灰 顆粒30苦
土生石灰

アルカリ分
100.0

く溶性苦土
30.0

該当なし 有限会社神山商事

栃木県栃木市鍋山町
117番地２

令 和 ５
（2023）年
２月22日

栃木県
第1272号

炭酸カルシ
ウム肥料

粒状苦土
炭カル肥
料

アルカリ分
55.0

く溶性苦土
10.0

その他の制
限事項は、
公定規格の
とおり

村樫石灰工業株式会
社

栃木県佐野市宮下町
１番10号

令 和 ５
（2023）年
２月28日

栃木県
第1273号

炭酸カルシ
ウム肥料

粒状苦土
炭カル肥
料

アルカリ分
55.0

く溶性苦土
10.0

その他の制
限事項は、
公定規格の
とおり

日本肥料株式会社

栃木県佐野市宮下町
１番10号

令 和 ５
（2023）年
２月28日

栃木県
第1336号

生石灰 90肥料生
石灰

アルカリ分
90.0

該当なし 吉澤石灰工業株式会
社

栃木県佐野市宮下町
７番10号

令 和 ５
（2023）年
３月５日

栃木県
第1568号

消石灰 粒状18苦
土消石灰

アルカリ分
70.0

く溶性苦土
18.0

該当なし 駒形石灰工業株式会
社

栃木県佐野市あくと
町4201番地

令 和 ５
（2023）年
３月10日

栃木県
第1274号

生石灰 95肥料生
石灰

アルカリ分
95.0

く溶性苦土

該当なし 吉澤石灰工業株式会
社

令 和 ５
（2023）年
３月14日



（367）栃 木 県 公 報 第400号令和５（2023）年４月28日　金曜日

25.0 栃木県佐野市宮下町
７番10号

栃木県
第1231号

消石灰 65消石灰 アルカリ分
65.0

該当なし 飯塚光起

栃木県鹿沼市加園
975番地

令 和 ５
（2023）年
３月18日

栃木県
第1232号

消石灰 苦土消石
灰

アルカリ分
65.0

く溶性苦土
5.0

該当なし 飯塚光起

栃木県鹿沼市加園
975番地

令 和 ５
（2023）年
３月18日

栃木県
第1648号

混合石灰肥
料

微量要素
入り粒状
炭酸苦土
石灰

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
15.0

　内く溶性苦土
10.0

く溶性マンガン
0.2

く溶性ほう素
0.1

含有を許さ
れる有害成
分の最大量
及びその他
の制限事項
は、公定規
格のとおり

吉澤石灰工業株式会
社

栃木県佐野市宮下町
７番10号

令 和 ５
（2023）年
３月25日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第173号
　肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第14条の規定により、次の肥料の登録は失効し
たので、同法第16条第１項の規定により次のとおり公告する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

登録番号 肥料の種類
肥 料 の
名 称

保証成分量（％）
そ の 他 の
規 格

生産業者の氏名又は
名 称 及 び 住 所

失 効
年 月 日

栃木県
第1709号

混合石灰肥
料

かき殻入
り粒状苦
土石灰１
号

アルカリ分
50.0

可用性苦土
7.0

　内く溶性苦土
5.0

含有を許さ
れる有害成
分の最大量
及びその他
の制限事項
は、公定規
格のとおり

村樫石灰工業株式会
社

栃木県佐野市宮下町
１番10号

令 和 ５

（2023）年
３月６日

（経営技術課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第174号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

喜 連 川 土 地 改 良 区 令和５（2023）年４月７日
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烏 山 土 地 改 良 区 令和５（2023）年４月14日

三 和 土 地 改 良 区 令和５（2023）年４月14日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第175号
　次の土地改良区から申請のあった土地改良事業計画の変更に関し、土地改良法（昭和24年法律第195号）第
48条第９項において準用する同法第８条第１項の規定により審査を行った結果適当と決定したので、同条第６
項の規定により公告する。
　なお、同法第48条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、変更後の土地改良事業計画書の
写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定に対して異議がある者は、同法第48条第９項において準用する同法第９条第１項の規定
により、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に申し出ることができる。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 事 業 名 縦 覧 期 間 異 議 申 出 期 限 所轄農業振興事務所

水沼台土地改良区 水沼台地区土地改良
（維持管理）事業

令和５（2023）年
５月１日から同月
31日まで

令和５（2023）年
６月15日

芳賀農業振興事務所

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第176号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年４月28日から同年５月29日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　294号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前 那須烏山市谷浅見1061-６から
那須烏山市大桶958-10まで 8.5 ～ 15.7 383.9

後 那須烏山市谷浅見1061-６から
那須烏山市大桶958-10まで 15.4 ～ 28.0 383.9

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　芳賀茂木線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

前

芳賀郡茂木町大字小深字後目166-１
から 6.3 ～ 12.0 532.0
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333

芳賀郡茂木町大字小深字川面351-１
まで

後

芳賀郡茂木町大字小深字後目166-１
から
芳賀郡茂木町大字小深字川面351-１
まで

11.7 ～ 21.8 532.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第177号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年４月28日から同年５月29日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

71
一 般 県 道
下岡本上三川線

宇都宮市下桑島町396-１から
宇都宮市下桑島町字四斗蒔194-２まで

令和５（2023）年
４月28日

209
一 般 県 道
中 野 福 居 線

足利市島田町684-５から
足利市島田町721-１まで

令和５（2023）年
４月28日

269
主 要 地 方 道
小 山 環 状 線

小山市大字粟宮字中渋辺545-３から
小山市大字神鳥谷字八幡南1674-１まで

令和５（2023）年
４月28日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第178号
　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）第40条の規定によ
り住宅確保要配慮者居住支援法人を指定したので、同法第41条第１項の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

支 援 法 人 の 名 称 支 援 法 人 の 住 所
支 援 業 務 を 行 う
事 務 所 の 所 在 地

指定年月日

丸山工業株式会社（住
まい館大田原店）

栃木県宇都宮市鶴田町1960番
地

栃木県大田原市本町１-2703-
144アムールレジデンス１階

令和５（2023）年
４月17日

（住宅課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○令和５（2023）年度栃木県農業大学校入学試験の実施
　栃木県農業大学校の一般入学試験及び推薦入学試験を実施するので、栃木県農業大学校規則（昭和59年栃木
県規則第74号）第９条第４項により次のとおり公告する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　募集人数及び修業年限
　本県農業の次代を担う資質の高い青年を、実践的教育により育成するため、次の区分により学生を募集す
る。
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学 部 学 科 専 攻 募 集 人 数 修 業 年 限

農 業 生 産 学 部
農 業 総 合 学 科

作 物 専 攻

55名

２年

露地野菜専攻

施設野菜専攻

花 き 専 攻

果 樹 専 攻

畜 産 学 科 － 15名

農 業 経 営 学 部 い ち ご 学 科 － 10名

２　受験資格
○農業生産学部（農業総合学科・畜産学科）
⑴　推薦入学試験
　次の条件をすべて満たし、在学する高等学校又は中等教育学校の校長の推薦を得た者
ア　高等学校又は中等教育学校を令和６（2024）年３月卒業見込みの者
イ　学業成績が優秀で、品行方正な者
ウ　卒業後、県内において農業に従事する（雇用就農を含む）意思を有する者
エ　当該学科を志望する動機、理由が明白である者
⑵　一般入学試験
　次のア～ウのいずれかに該当し、エの条件を満たす者
ア　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び令和６（2024）年３月卒業見込みの者
イ　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和６（2024）年３月修了見込みの者
ウ　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条各号のいずれかに該当する者及び令和６
（2024）年３月31日までにこれに該当する見込みの者
エ　卒業後、県内において農業に従事する（雇用就農を含む）意思を有する者
○農業経営学部（いちご学科）
⑴　一般入学試験
　次のア～ウのいずれかに該当し、エの条件を満たす者
ア　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び令和６（2024）年３月卒業見込みの者
イ　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び令和６（2024）年３月修了見込みの者
ウ　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第150条各号のいずれかに該当する者及び令和６
（2024）年３月31日までにこれに該当する見込みの者
エ　卒業後、栃木県内において、いちごを経営作物として自営就農する意思を有する者

３　出願手続
⑴　出願期間
○農業生産学部（農業総合学科・畜産学科）

試 験 区 分 出 願 期 間

推 薦 入 学 試 験 令和５（2023）年９月11日（月）～同年10月６日（金）必着

一 般 入 学 試 験
前 期 令和５（2023）年11月21日（火）～同年12月15日（金）必着

後 期 令和６（2024）年１月18日（木）～同年２月５日（月）必着

○農業経営学部（いちご学科）

試 験 区 分 出 願 期 間

第１回 令和５（2023）年６月15日（木）～同年９月８日（金）必着
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一 般 入 学 試 験 第２回 令和５（2023）年10月10日（火）～同年11月17日（金）必着

第３回 令和５（2023）年12月18日（月）～翌年２月５日（月）必着

（注）１　土曜日、日曜日及び祝日は、願書の受付を行わない。
２　農業生産学部の推薦入学試験及び一般入学試験（前期）の合格者の合計が募集人数に達した場
合は、一般入学試験（後期）を実施しない、または学科専攻により募集しないことがある。
３　農業経営学部（いちご学科）の第１回及び第２回一般入学試験の合格者の合計が募集人数に達
した場合は、第３回一般入学試験を実施しないことがある。

⑵　出願方法
　出願者は、出願書類等を学生募集要項に添付の封筒にて直接持参するか、または郵送すること。なお、
郵送による場合は特定記録等の授受の記録が残る配達手段で送付すること。
⑶　入学試験料

4,400円
ア　栃木県収入証紙を必ず入学願書に貼った上、提出すること。
イ　栃木県収入証紙が複数枚になる場合は余白を利用し、重ならないように貼ること。
ウ　入学試験料は、理由のいかんを問わず返還しない。
○出願書類等

出 願 書 類

農業生産学部
農業
経営
学部

備 考
（注）◎印は本校指定様式を使用すること。
△は該当者のみ提出すること。

推薦
入学
試験

一般
入学
試験

入学願書 ◎ ◎ ◎
入学試験料4,400円分の栃木県収入証紙を貼付するこ
と。

受験票 ◎ ◎ ◎
出願する入学試験の受験票のみを、必要事項を記入する
こと。

出身学校の発行
する調査書
（既卒者は最終
学歴出身学校の
成績証明書でも
可）

○ ○ －

高等学校又は中等教育学校の在学者の場合は、推薦、一
般の各入学試験の出願時における直近の内容等を記載する
こと。
指導要録の保存期間終了等の事情により調査書又は成績
証明書が得られない者は、「卒業証明書」に加え「発行で
きない旨を証する書面」を提出すること。

受験資格を
証する書類

－ △ ○
前述の２受験資格⑵イ、ウに該当する者及び農業経営学
部受験者については、高等学校又は中等教育学校の卒業
（見込み）証明書又はそれに準ずる書類を提出すること。

志望動機・将来
の目標及び農業
経営概況等調書

◎ ◎ －
志望動機及び将来の目標については具体的かつ詳細に記
載すること。

志望動機･就農
計画等調書

－ － ◎
志望動機及び農業経営等の構想については具体的かつ詳
細に記載すること。各項目には全て内容を記載すること。

写真２枚（うち
１枚は受験票に
貼ること）

○ ○ ○
出願前３か月以内に無帽で上半身を正面から撮影した、
縦４cm、横３cmのものとする。裏面に氏名を記載するこ
と。

推薦書 ◎ － －
在学する高等学校又は中等教育学校の校長の推薦を得る
こと。
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受験票返送用
封筒

◎ ◎ ◎
特定記録で郵送するため、244円分の切手を貼付し、本
人の宛名を記入すること。

試験結果
送付用封筒

◎ ◎ ◎
試験結果（合格者のみ）を郵送するため、本人の宛名を
記入すること。

⑴　出願先
〒321-3233　栃木県宇都宮市上籠谷町1145-１
栃木県農業大学校　事務部学生課　電話：028-667-0711（代表）

⑵　受験票の送付
　受験票は、出願期間終了後、出願者に送付する。試験日の３日前までに受験票が到着しない場合は、本
校事務部学生課まで申し出ること。

４　試験実施日
○農業生産学部（農業総合学科・畜産学科）

試 験 区 分 実 施 日 備 考

推 薦 入 学 試 験 令和５（2023）年11月１日（水）

試験時間割は受験票返送時に送付
一 般 入 学 試 験

前 期 令和６（2024）年１月６日（土）

後 期 令和６（2024）年２月16日（金）

○農業経営学部（いちご学科）

試 験 区 分 実 施 日 備 考

一 般 入 学 試 験

第１回 令和５（2023）年９月24日（日）

試験時間割は受験票返送時に送付第２回 令和５（2023）年12月３日（日）

第３回 令和６（2024）年２月16日（金）

５　試験実施場所
　宇都宮市上籠谷町1145-１　栃木県農業大学校
６　試験方法及び試験科目  

試験区分
試験方法
及び試験科目

農 業 生 産 学 部
（ 農 業 総 合 学 科・ 畜 産 学 科 ）

農 業 経 営 学 部
（いちご学科）

推 薦 入 学 試 験 一 般 入 学 試 験 一 般 入 学 試 験

小 論 文 ○ － ○

筆 記 試 験

国 語 総 合 － ○ －

数 学 Ⅰ － ○ －

一 般 教 養 － － ○

面 接 ○ ○ ○

７　合格発表
○農業生産学部（農業総合学科・畜産学科）

試 験 区 分 期 日

推 薦 入 学 試 験 令和５（2023）年11月15日（水）

一 般 入 学 試 験
前 期 令和６（2024）年１月17日（水）

後 期 令和６（2024）年２月26日（月）
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○農業経営学部（いちご学科）

試 験 区 分 期 日

一 般 入 学 試 験

第１回 令和５（2023）年10月４日（水）

第２回 令和５（2023）年12月13日（水）

第３回 令和６（2024）年２月26日（月）

（注）１　午後１時に栃木県農業大学校内掲示板及び本校ホームページに合格者の受験番号を掲示する。
２　合格者に対しては、合格通知及び入学手続に関する書類を郵送する。
３　合否についての電話等による問合せには一切応じない。

８　試験結果の簡易開示
　一般入学試験の筆記試験の科目別得点については、口頭で開示請求することができる。
　開示を希望する場合は、受験者本人が受験票を持参の上、各合格発表の日から１か月以内に栃木県農業大
学校に来校すること。（電話、ハガキ等による開示請求は一切受け付けない。）
９　その他
⑴　学生寮
　農業生産学部の第１学年においては、全寮制により１年間寮教育を実施する。
　農業経営学部（いちご学科）の学生は、寮教育の対象とならない。
⑵　授業料等（参考:令和５年度）
ア　入学料　　　　　　5,650円
イ　授業料（年額）　124,800円
ウ　その他　寮雑費、教材費、派遣実習費等

（経営技術課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名

役職名
退 任 役 員
氏 名

就 任 役 員
氏 名

住 所
退 任
年 月 日

就 任
年 月 日

上 石 那 田
土地改良区 理 事 大草　　守 大草　　守 宇都宮市石那田町1140

令 和 ５
（2023）.
３.31

令 和 ５
（2023）.
４.１

〃 松島　　享 松島　　享 　　〃　　〃　　1262 〃 〃

〃 大草　達夫 大草　達夫 　　〃　　〃　　927 〃 〃

〃 高橋　英夫 高橋　英夫 　　〃　　〃　　1395 〃 〃

〃 沼尾　雅光 沼尾　雅光 　　〃　　〃　　1146 〃 〃

〃 半田　國夫 半田　國夫 　　〃　　〃　　1554 〃 〃

〃 松島　　清 松島　　清 　　〃　　〃　　1292 〃 〃

〃 半田　光隆 半田　光隆 　　〃　　〃　　1576 〃 〃

〃 柴田　敏信 柴田　敏信 　　〃　　〃　　656-１ 〃 〃

〃 髙橋　　護 髙橋　　護 　　〃　　〃　　1411 〃 〃
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監 事 碓井　昭一 宇都宮市石那田町1218-１
令 和 ５
（2023）.
３.31

〃 手塚　悦男 手塚　悦男 　　〃　　〃　　1124-２ 〃
令 和 ５
（2023）.
４.１

〃 半田　左門 半田　左門 　　〃　　〃　　1579 〃 〃

〃 廣田　悦男 　　〃　　〃　　813 〃

鬼怒川東部
土地改良区 理 事 菊地　修一 塩谷郡高根沢町大字大谷682

令 和 ５
（2023）.
３.23

監 事 加藤　憲一 　〃　　〃　　大字下柏崎467-３
令 和 ５
（2023）.
３.23

船　　　生
土地改良区 監 事 手塚　義久 塩谷郡塩谷町大字船生3631-４

令 和 ５
（2023）.
３.15

塩谷町大宮
土地改良区 理 事 鈴木　俊之 塩谷郡塩谷町大字風見山田304

令 和 ４
（2022）.
11.27

〃 高野澤達夫 　〃　　〃　　　〃　　　397 〃

〃 和氣　正男 　〃　　〃　大字泉203 〃

〃 吉成　吉史 吉成　吉史 　〃　　〃　大字大宮424 〃
令 和 ４
（2022）.
11.28

〃 村上　榮一 村上　榮一 　〃　　〃　　〃　　2003 〃 〃

〃 若井田　章 若井田　章 　〃　　〃　　〃　　2018 〃 〃

〃 斎藤　敏男 斎藤　敏男 　〃　　〃　　〃　　2329-１ 〃 〃

〃 小林　孝男 小林　孝男 　〃　　〃　　〃　　1038-２ 〃 〃

〃 磯　　光明 磯　　光明 　〃　　〃　大字風見1172 〃 〃

〃 斎藤　芳充 　〃　　〃　大字大宮1986 〃

〃 大嶋　一郎 　〃　　〃　大字風見山田309 〃

〃 北条　明子 　〃　　〃　　　〃　　　401 〃

〃 刑部　郁夫 　〃　　〃　大字泉115 〃

監 事 村上　悦雄 　〃　　〃　大字大宮2762
令 和 ４
（2022）.
11.27

〃 斎藤　吉美 　〃　　〃　　〃　　1412 〃

〃 小嶋　照彦 小嶋　照彦 　〃　　〃　大字風見1116 〃
令 和 ４
（2022）.
11.28
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監 事 若井田央光 塩谷郡塩谷町大字大宮1146 〃

〃 青木　一男 　〃　　〃　　〃　　2665-４ 〃

塩 谷 南 部
土地改良区 理 事 斎藤　末夫 塩谷郡塩谷町大字大宮1922-２

令 和 ５
（2023）.
３.31

〃 神長　俊夫 　〃　　〃　　〃　　1216 〃

〃 菅野　廣夫 　〃　　〃　大字大久保1708 〃

〃 長嶋　正明 さくら市押上798-３ 〃

〃 神長　　昇 神長　　昇 塩谷郡塩谷町大字大宮1037-２ 〃
令 和 ５
（2023）.
４.１

〃 吉成　壽家 吉成　壽家 　〃　　〃　　〃　　432 〃 〃

〃 神長　伸介 神長　伸介 　〃　　〃　　〃　　264 〃 〃

〃 古沢　和夫 古沢　和夫 　〃　　〃　大字大久保481 〃 〃

〃 和氣　郁夫 和氣　郁夫 　〃　　〃　　　〃　　904 〃 〃

〃 齋藤　誠一 齋藤　誠一 　〃　　〃　　　〃　　898-１ 〃 〃

〃 杉山　健雄 杉山　健雄 　〃　　〃　大字肘内663 〃 〃

〃 杉山　壽教 杉山　壽教 　〃　　〃　　〃　　598 〃 〃

〃 杉山　　健 杉山　　健 　〃　　〃　　〃　　769-１ 〃 〃

〃 冨川　　寬 冨川　　寬 矢板市大槻1009 〃 〃

〃 亀田　　英 塩谷郡塩谷町大字大宮45 〃

〃 篠田　道男 　〃　　〃　　〃　　1205-３ 〃

〃 冨田　達雄 　〃　　〃　大字大久保1800 〃

〃 長島　貴之 さくら市押上822 〃

監 事 齋藤　芳充 齋藤　芳充 塩谷郡塩谷町大字大宮1986
令 和 ５
（2023）.
３.31

〃

〃 古澤　孝幸 古澤　孝幸 　〃　　〃　大字大久保823-２ 〃 〃

〃 有坂　　誠 有坂　　誠 　〃　　〃　大字肘内861 〃 〃

高 根 沢
土地改良区 理 事 澤畑　宏之 　〃　　〃　光陽台１-４-７

令 和 ５
（2023）.
３.３

　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の氏名変更
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について氏
名変更の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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土地改良区名 役職名 氏 名 変 更 前 氏 名 変 更 後 氏 名

塩谷町大宮
土地改良区

理 事 鈴木　達夫 鈴木　達夫 高野澤　達夫

　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良事業の工事完了
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の３第１項の規定により、次のとおり土地改良事業について工
事完了の届出があったので、同条第２項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 主 体 名 事 業 名 完 了 年 月 日

那須野ヶ原土地改良区連合 令和３年２月13日発生福島県沖地震災害復
旧事業 令和３（2021）年３月31日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字多功字上ノ原2522番67 下野市石橋1001番地25 金 原 裕 子
金 原 　 傑

芳賀郡芳賀町大字稲毛田字上ノ原1921番10、
1941番３
（開発行為に関する工事）
芳賀郡芳賀町大字稲毛田字上ノ原1941番９
の一部、1941番10の一部、1957番３の一部、
1974番３の一部、1977番９の一部、1977番10
の一部、1979番３の一部、1989番４の一部、
2001番７の一部、芳賀郡市貝町大字上根字三
方境1255番２の一部、1267番３の一部、1268
番３の一部、1269番３の一部、字稲荷林1253
番３の一部、1276番２の一部、1277番３の一
部、1279番１の一部、1279番２の一部、字海
道際420番２の一部、420番３の一部、420番
６の一部、420番８の一部、430番３の一部、
430番５の一部、字高林402番４の一部、字ヲ
サナ田342番５の一部、350番２の一部、350
番３の一部、字カイサイ口354番２の一部

宇都宮市今泉新町180番地
（代表構成員）
宇都宮市今泉新町180番地
（一般構成員）
大田原市南方530番地

渡辺・マルホ建設共
同事業者
（代表構成員）
渡辺建設株式会社
（一般構成員）
マルホ建設株式会社

芳賀郡芳賀町大字下高根沢字根河原5273番10 芳賀郡芳賀町大字下高根沢5194番地 檜 山 美 紀

下都賀郡壬生町大字安塚字西原2380番１ 宇都宮市五代２丁目９番６号ディア
コートＢ201

小 宮 山 　 彩 　 香
小 宮 山 　 　 　 慧
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下都賀郡野木町大字野木字堀切2504番 茨城県古河市女沼1683番地２ティエ
ラＡ201号室

島 田 秀 樹

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和５（2023）年４月28日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　借入件名及び数量　証拠品管理システム　一式
⑵　借入物品の特質等　詳細は入札説明書による。
⑶　借入期間　令和５（2023）年10月１日（日）から令和10（2028）年９月30日（土）まで
　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約に当たっては県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除された
ときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　借入場所　栃木県警察本部刑事部刑事総務課及び警務部情報管理課
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、以下に掲げる入札参加資格を有する
ものと決定された者であること。
　大分類「Ｐその他のサービス」小分類「２リース、レンタル」
⑶　令和５（2023）年４月28日（金）から同年６月30日（金）までの間において、栃木県競争入札参加資格
者指名停止等措置要領（平成22（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者
であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等
〒320-8510　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県警察本部警務部会計課出納係　電話028-623-3801

⑵　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法
　令和５（2023）年４月28日（金）から同年６月16日（金）まで入札情報システム上で公開する。
　なお、来庁による交付の場合は、同期間（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時
まで、⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の提出期限、提出場所及び提出方法
　令和５（2023）年６月29日（木）午後５時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、
紙による入札参加の承諾を得た者（以下「紙入札者」という。）にあっては、⑴の場所に郵送（書留郵
便）又は持参により同期限までに提出すること。
イ　開札の日時及び場所
令和５（2023）年６月30日（金）午前10時
栃木県警察本部２階入札室

⑷　入札方法　１の⑴の件名の月額リース料で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札価格に当該金額の100分
の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨て
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るものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載
すること。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札参加希望者に要求される事項
ア　この入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書を令和５（2023）年６月16日（金）午後５時まで
に電子入札システムにより提出し、審査を受けなければならない。なお、提出する書類の特性上電子化
できない書類が含まれている場合には、電子入札システムで栃木県警察物品等電子調達運用基準（令和
３（2021）年４月26日付け栃会第434号）に定める提出書類通知書（様式２）を提出することにより、
当該添付書類の郵送又は持参による提出を認めるものとする。この場合、提出書類の一式を郵送（書留
郵便）又は持参するものとし、電子入札システムによる提出との分割は認めないものとする。
イ　提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。
　なお、提出された書類等については、返却しない。

⑷　審査
ア　技術審査　栃木県警察本部刑事部刑事総務課長が、入札者の作成した仕様書をイの技術審査基準によ
り審査し、採用し得ると判断した仕様書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。
イ　技術審査基準　仕様書に基づき作成した書類が、仕様書に示す事項を満たしており、使用目的等に適
合すると認められるものであること。

⑸　仕様書等に関する質問及びその回答
ア　質問期限及び質問方法
令和５（2023）年６月９日（金）午後５時
上記期限までに電子入札システムにより質問すること。

イ　質問及び回答の一斉公開期限及び公開方法
令和５（2023）年６月16日（金）
上記期限までに電子入札システム及び栃木県警ホームページ上に公開する。

⑹　入札の無効
ア　２の入札参加資格のない者の提出した入札書
イ　入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書
ウ　栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に係る入
札書
エ　栃木県警察物品等電子調達実施要領（令和３（2021）年４月26日付け栃会第433号）第19条に掲げる
入札に係る入札書
オ　紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書
⑺　落札者の決定方法
ア　⑷の審査により落札決定の対象となった入札書を提出した入札者であって、栃木県財務規則第154条
の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札
者とする。
イ　落札となるべき同価の入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定するも
のとする。

⑻　その他
ア　最低制限価格の有無　無
イ　詳細は、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県警察物品等電子調達実施要領
及び栃木県警察物品等電子調達運用基準の定めるところによる。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be leased:



（379）栃 木 県 公 報 第400号令和５（2023）年４月28日　金曜日

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

Sever for Criminal Case Evidence Management System, 1set.
⑵　Time and Date of bidding:

17:00, June 29, 2023
⑶　Information is available at:
Treasurer Section,
Accounting Division,
Department of Police Administration
Tochigi Prefectural Police Headquarters
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8510
TEL 028-623-3801

（警察本部会計課）　
　───────────────────────────────────────────────


